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Ⅱ 対象外郭団体 

 

① 本基本プランが対象とする外郭団体は、本市が基本財産等の２５％以上を

出資又は職員を派遣している団体のうち、現在補助金交付や事務事業委託を

行っている次の１２団体とする。 

 

   対象外郭団体一覧表 

No 外郭団体の名称 所管課 職員数
市
職
員 

基本財産 

（千円） 

市出資額

（千円） 

出資 

割合 

設 立 

年月日 

１ (財)静岡市振興公社 総務課 88 1 386,300 386,300 100% S16.7.17

２ (財)静岡市文化振興財団 文化振興課 126 31 225,000 225,000 100% H 6. 7. 1

３ 静岡市国際交流協会 国際課 6 1 － － － H16. 4. 1

４ (財)静岡市体育協会 スポーツ振興課 74 0 348,027 300,000 86% H 1. 2.22

５ (財)静岡市動物園協会 日本平動物園 43 0 2,000 2,000 100% S44. 3.20

６ (財)静岡市清掃公社 廃棄物政策課 111 0 3,000 3,000 100% S42. 8. 7

７ 
静岡市しみず 

社会福祉事業団 
障害者福祉課 65 0 3,000 3,000 100% S57. 4. 1

８ 
(財)静岡庵原勤労者福祉 

サービスセンター 
商業労政課 15 0 100,000 100,000 100% H 9. 6. 2

９ (財)静岡産業振興協会 地域産業課 21 6 10,615,000 4,120,000 39% S55. 3.11

10 (株)駿府楽市 地域産業課 49 0 50,000 25,500 51% H 3. 5.24

11 静岡市観光協会 観光課 10 1 － － － H15. 4. 1

12 
(財)静岡コンベンション 

ビューロー 
観光課 9 1 522,000 210,000 40% H 7. 9.28

※ 「市職員」は「職員数」の内数で、派遣職員のほか事務援助職員を含む。 

 
 
  ② 対象団体（１２団体）について、本市への財政的依存度及び市の関与の 
   度合いにより類型化を図り、次図のとおり３群に類型化した。 
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外郭団体の市への財政的依存度と、市の関与の度合いによる分布図 
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団 体 の 運 営 に 対 す る 市 の 関 与 
       

                        
※ 縦軸は、平成１５年度の総収入額に対する市からの支出金（派遣職員の給与を含む）の割合 
※ 横軸は、団体に対する市の関与の度合いを以下の指標をもとに数値化した。 
  ・市の出資比率 
  ・設立主体（市が単独で設立した団体か否か） 
  ・設立根拠（民法法人である財団・社団、商法法人である株式会社、その他） 
  ・人的関与（市ＯＢの役員、市からの派遣又は事務援助職員の数、割合） 
※ ○は、公の施設の管理を受託している団体 
 

各群における該当団体一覧 

区分 
市への
依存度 

市の 
関与 

該当団体 

第１群 高い 強い 
㈶静岡市文化振興財団、静岡市国際交流協会、㈶静岡市体育協会、㈶静岡市
振興公社、㈶静岡市清掃公社、㈶静岡市動物園協会 （６団体） 

高い 弱い 静岡市観光協会、㈶静岡コンベンションビューロー （２団体） 
第２群 

低い 強い 
㈶静岡庵原勤労者福祉サービスセンター、(福)静岡市しみず社会福祉事業団
（２団体） 

第３群 低い 弱い ㈶静岡産業振興協会、㈱駿府楽市（２団体） 




